
 

●行動計画 
 

１ 計画期間 平成２２年４月１日～平成２７年３月３１日 
 

２ 行動計画の内容 

① 小学校就学始期までの子を養育する行員が利用できる短時間勤務制度（６時

間）を設ける。 

② 行員が安心して療養に専念し、生活の安定に資するため「私傷病積立制度」

を６０日まで拡大する。 

③ 年次有給休暇の取得促進のため「半日休暇制度」を設ける。 

④ 計画期間を通して、時間外勤務削減のための施策に継続的に取り組む。 

 
●取組結果 
 
① 育児のための短時間勤務制度の対象者を、小学校就学始期までの子を養育

する行員にまで拡大した。 

② 行員が安心して療養に専念し、生活の安定に資するため「私傷病積立制度」

を６０日まで拡大した。 

③ 年次有給休暇の取得促進のため「半日休暇制度」を設けた。 

④ 計画期間を通して、定時退行運動「ハッピーファイブ」等により、時間外

勤務削減のための施策に継続的に取り組んだ。 

株式会社 北越銀行 

子育てサポート企業として認定 

―次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」マーク（２回目）を取得－ 

 

 

株式会社 北越銀行 

所 在 地：長岡市 

事業内容：銀行業 

労働者数：２，１０６人（平成２７年９月３０日現在） 
 



 

 

 

 

 

 

 平成２７年１１月３０日、新潟労働局において「くるみん認定通知書交付式」

を行いました。 

 

＜交付式の様子＞ 

 

 

くるみん認定通知書交付式 

 


